
資料 ２
献血推進調査会 設置要綱（改正案）

１．目的

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律（昭和31年法律第160号）におい

て、血液製剤の安定供給が求められている。

そのためには、将来にわたって安定的に献血者を確保することが必要不可欠である

ことから、献血推進方策に係る諸事項を調査・審議することを目的として、薬事分科

会規程第４条に基づき、血液事業部会の下に「献血推進調査会」を設置する。

２．調査会の審議事項

（１）献血推進に関する中長期目標の設定及びその達成状況の評価

（２）普及啓発活動に関する検討及び効果の検証

（３ 「献血推進計画」案の策定）

（４）その他、献血推進に関する事項

３．調査会の組織

（１）調査会の委員は、部会の委員、臨時委員及び専門委員の中から分科会長が指

名する１５名程度の委員をもって構成し、互選により座長を１名選出する。

（２）調査審議にあたっては、議題の内容等に応じて、部会長の判断により他の委

員、日本赤十字社 又は参考人に出席を求めることができる。の役職員

（３）調査会における審議結果については、必要に応じ血液事業部会へ報告するこ

ととする。

４．座長の選任

（１）調査会に座長を置き、調査会に属する委員等の互選により選任する。

（２）座長は、調査会の事務を掌理する。

（３）座長に事故があるときは、調査会に属する委員等のうちから座長があらかじ

め指名する者が、その職務を代理する。

５．調査会のスケジュール

年２回程度の開催とする。

６．事務局

調査会の事務は、医薬食品局血液対策課が行う。

７．その他

、 。この要綱に定めるもののほか 調査会の運営に関して重要な事項は座長が定める





献血推進調査会設置要綱 新旧対照表（案）

新 旧

献血推進調査会設置要綱 献血推進調査会設置要綱

１．～２． （略） １．～２． （略）

３．調査会の組織 ３．調査会の組織
（略）（１） （略） （１）

（２）調査審議にあたっては、議題の内容等に応じて、部会長の判断に （２）調査審議にあたっては、議題の内容等に応じて、部会長の判断に
より他の委員、日本赤十字社の役職員又は参考人に出席を求めること より他の委員または参考人に出席を求めることができる。
ができる。

（３） （略） （３） （略）

４．座長の選任
（新設）（１）調査会に座長を置き、調査会に属する委員等の互選により選任

する。
（２）座長は、調査会の事務を掌理する。
（３）座長に事故があるときは、調査会に属する委員等のうちから座長
があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

５．～７． （略） ４．～６． （略）


